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大　　第　　号
年　　月　　日

住所
氏名（名称及び代表者）　様


大町町長

勧告履行命令書

大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例第11条の規定に基づき　　年　　月　　日付け第　　号で必要な措置を講ずるよう勧告したが、この勧告に従わなかったので、同条例第12条第2項の規定に基づき、下記の措置を講ずるよう命令します。

記

1　違反の状況

2　必要な措置

3　期限　　　　年　　月　　日まで


（裏）
（参考）

大町町ごみのポイ捨て及び飼い犬のふん害の防止に関する条例（抜枠）
（回収容器の設置及び適正管理）
第9条　事業者のうち、容器に収容した飲食物を自動販売機により販売する者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
（勧告）
第11条　町長は、事業者が第9条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
（命令）
第12条　略
2　町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。
（公表）
第13条　町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく、当該命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その氏名等を公表することができる。
